
〔民法〕 

（成年） 

第 4条 年齢 20歳をもって、成年とする。 

 

（未成年者の法律行為） 

第 5条 未成年者が法律行為をするには、その法定代理人の同意を得なければならない。ただし、単に権利を得、又は義務を免れる法律行為については、

この限りでない。 

２ 前項の規定に反する法律行為は、取り消すことができる。 

３ 第 1項の規定にかかわらず、法定代理人が目的を定めて処分を許した財産は、その目的の範囲内において、未成年者が自由に処分することができる。

目的を定めないで処分を許した財産を処分するときも、同様とする。 

 

（保証人の責任等） 

第 446条 保証人は、主たる債務者がその債務を履行しないときに、その履行をする責任を負う。 

２ 保証契約は、書面でしなければ、その効力を生じない。 

３ 保証契約がその内容を記録した電磁的記録（電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、

電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。）によってされたときは、その保証契約は、書面によってされたものとみなして、前項の規定を適

用する。 

 

（履行遅滞等による解除権） 

第 541条 当事者の一方がその債務を履行しない場合において、相手方が相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、相手

方は、契約の解除をすることができる。 

 

（借主による使用及び収益） 

第 594条 借主は、契約又はその目的物の性質によって定まった用法に従い、その物の使用及び収益をしなければならない。 

２ 借主は、貸主の承諾を得なければ、第三者に借用物の使用又は収益をさせることができない。 

３ 借主が前二項の規定に違反して使用又は収益をしたときは、貸主は、契約の解除をすることができる。 

 

（借用物の返還の時期） 

第 597条 借主は、契約に定めた時期に、借用物の返還をしなければならない。 

２ 当事者が返還の時期を定めなかったときは、借主は、契約に定めた目的に従い使用及び収益を終わった時に、返還をしなければならない。ただし、そ

の使用及び収益を終わる前であっても、使用及び収益をするのに足りる期間を経過したときは、貸主は、直ちに返還を請求することができる。 

３ 当事者が返還の時期並びに使用及び収益の目的を定めなかったときは、貸主は、いつでも返還を請求することができる。 

 

（借主による収去） 

第 598条 借主は、借用物を原状に復して、これに附属させた物を収去することができる。 

 

（賃貸借） 

第 601条 賃貸借は、当事者の一方がある物の使用及び収益を相手方にさせることを約し、相手方がこれに対してその賃料を支払うことを約することによ

って、その効力を生ずる。 

 

（賃貸物の修繕等） 

第 606条 賃貸人は、賃貸物の使用及び収益に必要な修繕をする義務を負う。 

２ 賃貸人が賃貸物の保存に必要な行為をしようとするときは、賃借人は、これを拒むことができない。 

 

（賃料の支払時期） 



第 614条 賃料は、動産、建物及び宅地については毎月末に、その他の土地については毎年末に、支払わなければならない。ただし、収穫の季節があるも

のについては、その季節の後に遅滞なく支払わなければならない。 

 

（賃借人の通知義務） 

第 615条 賃借物が修繕を要し、又は賃借物について権利を主張する者があるときは、賃借人は、遅滞なくその旨を賃貸人に通知しなければならない。た

だし、賃貸人が既にこれを知っているときは、この限りでない。 

 

（使用貸借の規定の準用） 

第 616条 第 594条第 1項、第 597条第 1項及び第 598条の規定は、賃貸借について準用する。 

 

〔借地借家法〕 

（建物賃貸借契約の更新拒絶等の要件） 

第 28条 建物の賃貸人による第 26条第 1項の通知又は建物の賃貸借の解約の申入れは、建物の賃貸人及び賃借人（転借人を含む。以下この条において同

じ。）が建物の使用を必要とする事情のほか、建物の賃貸借に関する従前の経過、建物の利用状況及び建物の現況並びに建物の賃貸人が建物の明渡しの条

件として又は建物の明渡しと引換えに建物の賃借人に対して財産上の給付をする旨の申出をした場合におけるその申出を考慮して、正当の事由があると

認められる場合でなければ、することができない。 

 

（造作買取請求権） 

第 33条 建物の賃貸人の同意を得て建物に付加した畳、建具その他の造作がある場合には、建物の賃借人は、建物の賃貸借が期間の満了又は解約の申入れ

によって終了するときに、建物の賃貸人に対し、その造作を時価で買い取るべきことを請求することができる。建物の賃貸人から買い受けた造作につい

ても、同様とする。 

２ 前項の規定は、建物の賃貸借が期間の満了又は解約の申入れによって終了する場合における建物の転借人と賃貸人との間について準用する。 

 

（定期建物賃貸借） 

第 38条 期間の定めがある建物の賃貸借をする場合においては、公正証書による等書面によって契約をするときに限り、第 30条の規定にかかわらず、契

約の更新がないこととする旨を定めることができる。この場合には、第 29条第 1項の規定を適用しない。 

２ 前項の規定による建物の賃貸借をしようとするときは、建物の賃貸人は、あらかじめ、建物の賃借人に対し、同項の規定による建物の賃貸借は契約の

更新がなく、期間の満了により当該建物の賃貸借は終了することについて、その旨を記載した書面を交付して説明しなければならない。 

３ 建物の賃貸人が前項の規定による説明をしなかったときは、契約の更新がないこととする旨の定めは、無効とする。 

４ 第 1項の規定による建物の賃貸借において、期間が 1年以上である場合には、建物の賃貸人は、期間の満了の 1年前から 6月前までの間（以下この項

において「通知期間」という。）に建物の賃借人に対し期間の満了により建物の賃貸借が終了する旨の通知をしなければ、その終了を建物の賃借人に対抗

することができない。ただし、建物の賃貸人が通知期間の経過後建物の賃借人に対しその旨の通知をした場合においては、その通知の日から 6 月を経過

した後は、この限りでない。 

５ 第 1項の規定による居住の用に供する建物の賃貸借（床面積（建物の一部分を賃貸借の目的をする場合にあっては、当該一部分の床面積）が 200㎡未

満の建物に係るものに限る。）において、転勤、療養、親族の介護その他のやむを得ない事情により、建物の賃借人が建物を自己の生活の本拠として使用

することが困難となったときは、建物の賃借人は、建物の賃貸借の解約の申入れをすることができる。この場合においては、建物の賃貸借は、解約の申入

れの日から 1月を経過することによって終了する。 

６ 前二項の規定に反する特約で建物の賃借人に不利なものは、無効とする。 

７ 第 32条の規定は、第 1項の規定による建物の賃貸借において、借賃の改訂に係る特約がある場合には、適用しない。 

 

〔消費税法〕 

（非課税） 

第 6条 国内において行われる資産の譲渡等のうち、別表第 1に掲げるものには、消費税を課さない。 

２ 保税地域から引き取られる外国貨物のうち、別表第 2に掲げるものには、消費税を課さない。 

 



別表第 1（第 6条関係） 

13 住宅（人の居住の用に供する家屋又は家屋のうち人の居住の用に供する部分をいう。）の貸付け（当該貸付けに係る契約において人の居住の用に供する

ことが明らかにされているものに限るものとし、一時的に使用させる場合その他の政令で定める場合を除く。） 

 

〔宅建業法〕 

（重要事項の説明等） 

第 35 条 宅地建物取引業者は、宅地若しくは建物の売買交換若しくは貸借の相手方若しくは代理を依頼した者又は宅地建物取引業者が行う媒介に係る売

買、交換若しくは貸借の各当事者（以下「宅地建物取引業者の相手方等」という。）に対して、その者が取得し、又は借りようとしている宅地又は建物

に関し、その売買、交換又は貸借の契約が成立するまでの間に、宅地建物取引士をして、少なくとも次に掲げる事項について、これらの事項を記載した

書面（第 5号において図面を必要とするときは、図面）を交付して説明をさせなければならない。 

1． 当該宅地又は建物の上に存する登記された権利の種類及び内容並びに登記名義人又は登記簿の表題部に記録された所有者の氏名（法人にあつては、

その名称） 

2． 都市計画法、建築基準法その他の法令に基づく制限で契約内容の別（当該契約の目的物が宅地であるか又は建物であるかの別及び当該契約が売買

若しくは交換の契約であるか又は貸借の契約であるかの別をいう。以下この条において同じ。）に応じて政令で定めるものに関する事項の概要 

3． 当該契約が建物の貸借の契約以外のものであるときは、私道に関する負担に関する事項 

4． 飲用水、電気及びガスの供給並びに排水のための施設の整備の状況（これらの施設が整備されていない場合においては、その整備の見通し及びそ

の整備についての特別の負担に関する事項） 

5． 当該宅地又は建物が宅地の造成又は建築に関する工事の完了前のものであるときは、その完了時における形状、構造その他国土交通省令・内閣府

令で定める事項 

6． 当該建物が建物の区分所有等に関する法律（昭和 37 年法律第 69 号）第 2 条第 1 項に規定する区分所有権の目的であるものであるときは、当該

建物を所有するための一棟の建物の敷地に関する権利の種類及び内容、同条第 4 項に規定する共用部分に関する規約の定めその他の一棟の建物又は

その敷地（一団地内に数棟の建物があって、その団地内の土地又はこれに関する権利がそれらの建物の所有者の共有に属する場合には、その土地を含

む。）に関する権利及びこれらの管理又は使用に関する事項で契約内容の別に応じて国土交通省令・内閣府令で定めるもの 

6の 2． 当該建物が既存の建物であるときは、次に掲げる事項 

イ 建物状況調査（実施後国土交通省令で定める期間を経過していないものに限る。）を実施しているかどうか、及びこれを実施している場合に

おけるその結果の概要 

ロ 設計図書、点検記録その他の建物の建築及び維持保全の状況に関する書類で国土交通省令で定めるものの保存の状況 

（波線部分は平成 30年 4月 1日より施行） 

7． 代金、交換差金及び借賃以外に授受される金銭の額及び当該金銭の授受の目的 

8． 契約の解除に関する事項 

9． 損害賠償額の予定又は違約金に関する事項 

10． 第 41条第 1項に規定する手付金等を受領しようとする場合における同条又は第 41条の 2の規定による措置の概要 

11． 支払金又は預り金（宅地建物取引業者の相手方等からその取引の対象となる宅地又は建物に関し受領する代金、交換差金、借賃その他の金銭（第

41条第 1項又は第 41条の 2第 1項の規定により保全の措置が講ぜられている手付金等を除く。）であつて国土交通省令・内閣府令で定めるものをい

う。第 64条の 3第 2項第 1号において同じ。）を受領しようとする場合において、同号の規定による保証の措置その他国土交通省令・内閣府令で定

める保全措置を講ずるかどうか、及びその措置を講ずる場合におけるその措置の概要 

（傍線部分は平成 29年 4月 1日より施行） 

12． 代金又は交換差金に関する金銭の貸借のあっせんの内容及び当該あっせんに係る金銭の貸借が成立しないときの措置 

13． 当該宅地又は建物の瑕疵を担保すべき責任の履行に関し保証保険契約の締結その他の措置で国土交通省令・内閣府令で定めるものを講ずるかど

うか、及びその措置を講ずる場合におけるその措置の概要 

14． その他宅地建物取引業者の相手方等の利益の保護の必要性及び契約内容の別を勘案して、次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当

該イ又はロに定める命令で定める事項 

イ 事業を営む場合以外の場合において宅地又は建物を買い、又は借りようとする個人である宅地建物取引業者の相手方等の利益の保護に資する

事項を定める場合 国土交通省令・内閣府令 

ロ イに規定する事項以外の事項を定める場合 国土交通省令 



２ 宅地建物取引業者は、宅地又は建物の割賦販売（代金の全部又は一部について、目的物の引渡し後 1 年以上の期間にわたり、かつ、2 回以上に分割し

て受領することを条件として販売することをいう。以下同じ。）の相手方に対して、その者が取得しようとする宅地又は建物に関し、その割賦販売の契約

が成立するまでの間に、宅地建物取引士をして、前項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項について、これらの事項を記載した書面を交付して説明

をさせなければならない。 

1． 現金販売価格（宅地又は建物の引き渡しまでにその代金の全額を受領する場合の価格をいう。） 

2． 割賦販売価格（割賦販売の方法により販売する場合の価格をいう。） 

3． 宅地又は建物の引き渡しまでに支払う金銭の額及び賦払金（割賦販売の契約に基づく各回ごとの代金の支払分で目的物の引渡し後のものをいう。

第 42条第 1項において同じ。）の額並びにその支払いの時期及び方法 

３ 宅地建物取引業者は、宅地又は建物に係る信託（当該宅地建物取引業者を委託者とするものに限る。）の受益権の売主となる場合における売買の相手方

に対して、その者が取得しようとしている信託の受益権に係る信託財産である宅地又は建物に関し、その売買の契約が成立するまでの間に、宅地建物取

引士をして、少なくとも次に掲げる事項について、これらの事項を記載した書面（第５号において図面を必要とするときは、図面）を交付して説明をさ

せなければならない。ただし、その売買の相手方の利益の保護のため支障を生ずることがない場合として国土交通省令で定める場合は、この限りでない。 

1． 当該信託財産である宅地又は建物の上に存する登記された権利の種類及び内容並びに登記名義人又は登記簿の表題部に記録された所有者の氏名

（法人にあつては、その名称） 

2． 当該信託財産である宅地又は建物に係る都市計画法、建築基準法その他の法令に基づく制限で政令で定めるものに関する事項の概要 

3． 当該信託財産である宅地又は建物に係る私道に関する負担に関する事項 

4． 当該信託財産である宅地又は建物に係る飲用水、電気及びガスの供給並びに排水のための施設の整備の状況（これらの施設が整備されていない場

合においては、その整備の見通し及びその整備についての特別の負担に関する事項） 

5． 当該信託財産である宅地又は建物が宅地の造成又は建築に関する工事の完了前のものであるときは、その完了時における形状、構造その他国土交

通省令で定める事項 

6． 当該信託財産である建物が建物の区分所有等に関する法律第 2条第 1項に規定する区分所有権の目的であるものであるときは、当該建物を所有す

るための一棟の建物の敷地に関する権利の種類及び内容、同条第 4項に規定する共用部分に関する規約の定めその他の一棟の建物又はその敷地（一

団地内に数棟の建物があって、その団地内の土地又はこれに関する権利がそれらの建物の所有者の共有に属する場合には、その土地を含む。）に関

する権利及びこれらの管理又は使用に関する事項で国土交通省令で定めるもの 

7． その他当該信託の受益権の売買の相手方の利益の保護の必要性を勘案して国土交通省令で定める事項 

４ 宅地建物取引士は、前 3項の説明をするときは、説明の相手方に対し、宅地建物取引士証を提示しなければならない。 

５ 第 1項から第 3項までの書面の交付に当たっては、宅地建物取引士は、当該書面に記名押印しなければならない。 

６ 次の表の第一欄に掲げる者が宅地建物取引業者である場合においては、同表の第二欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の第三欄に

掲げる字句は、それぞれ同表の第四欄に掲げる字句とし、前 2項の規定は、適用しない。 

宅地建物取引業者の相手

方等 

第 1項 宅地建物取引士をして、少なくとも次に掲げる事項

について、これらの事項 

 

少なくとも次に掲げる事項 

 

 

交付して説明をさせなければ 交付しなければ 

第 2項に規定する宅地又は

建物の割賦販売の相手方 

第 2項 宅地建物取引士をして、前項各号に掲げる事項のほ

か、次に掲げる事項について、これらの事項 

 

 

前項各号に掲げる事項のほか、次に

掲げる事項 

 

 

交付して説明をさせなければ 交付しなければ 

 

７ 宅地建物取引業者は、前項の規定により読み替えて適用する第 1項又は第 2項の規定により交付すべき書面を作成したときは、宅地建物取引士をして、

当該書面に記名押印させなければならない。 

（傍線部分は平成 29年 4月 1日より施行） 

 


